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伊勢志摩国立公園の 
公園計画の変更について 

国立公園の公園区域及び公園計画の変更について 
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 指定  昭和21年11月20日 
 面積  55,544ha（陸域）、20,900ha（海域） 

伊勢志摩国立公園の概要 

： 公園区域 

三重県 

伊勢神宮外宮 

伊勢神宮内宮 

英虞湾 五ヶ所湾 

贄湾 

朝熊山 

的矢湾 



– リアス海岸 

– 海食崖や海食洞等の海岸地形 

– 藻場・干潟等の海岸景観 

– 常緑広葉樹を中心とした植生 

– 伊勢神宮、金剛證寺の歴史的建造物や 

   伝統文化から成る人文景観等 

知床岬 

景勝地としても知られる英虞湾 

本公園内で最高峰の朝熊ヶ岳（555m） 
からの鳥羽方面の眺め 

悠久の歴史を刻む伊勢神宮、 

人々の営みと自然が織りなす里山里海 

伊勢神宮 神宮宮域林 



伊勢志摩国立公園 経緯 

 

昭和21年 ： 伊勢志摩国立公園指定 
昭和27年 ： 特別地域の指定 
昭和52年 ： 特別保護地区の指定及び 
        全般的な見直し（再検討） 
昭和60年 ： 第１次点検 
昭和63年 ： 第２次点検 
平成 ６年 ： 第３次点検 
平成12年 ： 第４次点検 
平成18年 ： 第５次点検 



今回変更の背景 

①近年、地域の自然や歴史・文化を学び、楽しみながら長  

  距離を歩くロングトレイルに注目が集まりつつあり、登 

    山・ハイキング等の利用に加え、エコツアー等の新たな 

    利用が増加している 

②①を踏まえ、本公園においても関係機関等と検討を進 

  め、平成23年度、近畿自然歩道に係る整備目標や整備 

    方針を定めた「近畿自然歩道等整備基本計画」を策定。 
 



変更のポイント 

①近畿自然歩道を中心とする歩道の見直し 
 ・本公園の特色である自然景観や文化景観を探勝できる基幹となる 

  歩道を整備するため、既存の近畿自然歩道やその他の歩道をつなぎ 

  連続した長距離自然歩道となるよう、必要な路線を追加、変更。 

 

②宿舎計画の追加 
 ・英虞湾周辺の観光利用または自然探勝の拠点となる宿舎として、 

   大崎半島宿舎計画を位置づける。 



朝熊山登山線 
利用施設計画の変更 
 

①振替区間登り口 

起 

終 

変更－近畿自然歩道線道路（歩道） 

起 

削除 

②近畿自然歩道（現道）との合流点 

③歩道からの神宮宮域林 

１ 

２ 
３ 

朝熊山登山線道路（歩道） 
からの振替 



近畿自然歩道（青峯山周辺） 
利用施設計画の変更 
 

④追加区間起点 

変更 
－近畿自然歩道線道路（歩道） 

⑤変更区間と現道の分岐 

追加 
削除 

青峯山 

４ 

５ 

⑥変更区間の途中 

⑦変更区間終点から 

続く現道 

追加 

６ 

７ 



近畿自然歩道（菅島） 
利用施設計画の変更 
 

⑨菅島の集落 

変更 
－近畿自然歩道線道路（歩道） 

⑧市道からの登り口 

９ 

８ 

追加 

終 終 

起 



近畿自然歩道（志島周辺） 
利用施設計画の変更 
 

⑪現道と変更区間の分岐 

変更 
－近畿自然歩道線道路（歩道） 

⑩安乗埼灯台方面 

10 

11 

追加 

終 

起 

追加 削除 

追加 

削除 

⑫変更区間 

12 

⑬追加区間 

13 



志摩市区域 
利用施設計画の変更 
 

削除－横山迫子線道路（歩道） 

追加区間（賢島大橋） 

削除 

削除 

終 

起 

終 

追加 

変更－近畿自然歩道線道路（歩道） 

追加 

起 

終 

起 

追加 

⑭追加区間からの 

英虞湾の眺め 

14 
15 

⑮追加区間 

（賢島別荘地内） 



南伊勢町区域 
利用施設計画の変更 
 

削除－横山迫子線道路（歩道） 

削除 

削除 

削除－相賀浦阿曽浦線道路（歩道） 

削除 

起 

終 



大崎半島 
利用施設計画の変更 
 

追加－大崎半島宿舎 

ホテル合歓 

関連施設 



伊勢志摩国立公園の 
公園計画の変更を受けた今後の取組 

• 現在区間が途切れている箇所もあった近畿自
然歩道やそのほかの歩道を、連続した長距離
自然歩道として公園計画に位置づけ、本公園
の自然、歴史、文化をより体験できるよう新た
な魅力の発信につなげる。 

• 英虞湾周辺の観光利用及び自然探勝の拠点
として大崎半島宿舎計画を公園計画に位置づ
け、本公園のさらなる利用の促進と景観の維
持に努める。 

 


